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【韓国】 葬礼に関する法改正の動向―火葬急増対策及び葬儀業規制― 
海外立法情報課・藤原 夏人  

 
＊韓国では近年、葬礼の方法が土葬中心から火葬中心へと変化した。それに伴う新たな課題に

対応した法改正が進められている。また、葬儀業に対する規制の強化も議論されている。 

 
 
1 葬礼方法の変化 

 韓国では従来、土葬が一般的であったが、土地不足、核家族化の進行等を背景とし

て、火葬が急増した。清潔で衛生的、簡易、低費用等の理由から、今や火葬が主流と

なっている。1991 年に 17.8%であった火葬率は、2005 年に半数を超え（52.6%）、2011
年には 71.1%に達した。広域自治体別では釜山広域市が最も高く（85.8%）、最も低い

全羅南道でも半数を超えている（51.9%）。  
近年、火葬施設不足、火葬後の遺骨の扱い等、火葬の急増に伴う新たな課題に対応

するため、葬礼に関する事項を定める「葬事等に関する法律」（以下「葬事法」）の改

正が進められている。また、葬儀業に新たな規制を設ける法改正も議論されている。 

 
2 火葬施設不足 

2007 年 5 月の葬事法改正により、地方公共団体に対し、地域住民の需要を満たす火

葬施設を備えることが義務付けられた。しかし、地域住民の反対等により、火葬施設

の設置には相当の困難を伴う状況が続いている。政府は 2010 年 10 月、①現行法にお

いて地方公共団体が共同で火葬施設を設置する際の条件である「地域の特性に照らし

てやむを得ないと認められるとき」を削除し設置条件を緩和する、②一定の要件を備

えた葬儀場（病院内の葬儀場を除く）に火葬炉を併設できる、ことを骨子とする葬事

法改正法案を国会に提出したが、第 18 代国会（2008.5～2012.5）終了とともに廃案と

なった。慢性的な火葬施設不足は当面続く見通しであるが、2012 年の首都圏の大型火

葬施設開業により、政府は、首都圏の火葬施設不足はある程度解消されるとみている。  
 
3 自然葬 

2007 年 5 月の葬事法改正により、自然葬（火葬後の遺骨を砕いた骨粉を樹木、草花、

芝生等の下又は周辺に埋葬することを指す。日本と異なり散骨を含めない）制度が導

入された。自然葬敷地の造成は、国及び地方公共団体だけでなく、①個人・家族（届

出制）、②一族（許可制）、③法人等（許可制）にも認められ、その後、2012 年 2 月の

葬事法改正により、一族のための敷地造成が許可制から届出制に緩和された。現在、

自然葬の件数は火葬件数の 3%程度に過ぎないが、政府は今後、火葬後の遺骨の安置施

設の需要増加に備え、環境に優しく費用負担の少ない自然葬普及のため、一層の規制

緩和を行う意向である。なお、散骨にも法的根拠を与えるべきとの意見もある。  
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4 葬礼指導士 

従来、葬儀業に従事する「葬礼指導士」（葬儀に関する相談、手続、納棺等を行う）

は民間資格として運用されてきた。しかし、葬礼指導士には遺体の衛生管理等、所定

の専門知識が必要とされるため、サービスの向上、国民の安全確保等の観点から、同

資格を国家資格とすべきとの議論が以前から存在した。保健福祉部も、2006 年に公表

した立法予告案において、同資格を国家資格とする内容を盛り込んだ。この時は国家

資格化による国民の費用負担上昇等の問題点が指摘され、実現しなかったが、その後、

2011 年 8 月の葬事法の改正により、国家資格の創設が実現した（2012 年 8 月施行）。 

ただし、同資格は葬儀業に従事する際の必須の資格ではない。検定試験も無く、所

定の実習等を受講すれば取得が可能である。一定数の有資格者の義務的雇用規定の新

設、資格水準維持のための検定試験及び補習教育導入等の必要性が指摘されている。 

 

5 葬儀業に対する規制 

現行の葬事法では、葬儀業の開業に際して特段の規制がなく、火葬施設とは逆に供

給過剰といわれる。葬儀業の保健衛生水準の向上及び過当競争の防止を図るため、葬

儀業を届出制に転換すべきとの議論も以前から存在しているが、実現に至っていない。 

一方、動物専用の葬儀場、火葬場及び納骨施設を設置・運営する「動物葬墓業」の

営業については、動物保護法の規定により、すでに届出制が導入されている（同法施

行令の規定により、ペットとして飼育するイヌ、ネコ、ウサギ、フェレット、モルモ

ット及びハムスターを対象とする場合に限る）。ペットの葬儀業を届出制とする一方で、

人の葬儀業を自由業とすることについての疑問の声も挙がっている。 

2012 年 7 月、野党先進統一党のイ・ミョンス議員（現在は与党セヌリ党に所属）の

代表発議により、葬儀業届出制の導入を盛り込んだ葬事法改正法案が国会に提出され

た。同法案は同年 9 月、国会保健福祉委員会に上程され、今後審議される予定である。 
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